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DU WATCH
劣化ウラン研究会ニュースレター　第 25 号 (2010/12)

〔はじめに〕

劣化ウランを含む兵器、弾薬に関する広範囲にわたる使用の影響並びに完

全な武装解除について

国際連合  ６５/１２９　総会  ２０１０年７月１４日

英語（原文：アラビア語／英語／フランス語／スペイン語）

第６５会期　暫定協議事項 ９９（ｄ）項

訳　劣化ウラン研究会　山崎久隆

事務総長報告

要約

　この報告書は、劣化ウランを含む兵器・弾

薬の使用にかかる影響に関し、加盟国並びに

該当する国際機関の見解を含むものです。

　事務総長はこれまでに国際原子力機関と世

界保健機構に加え、13 カ国の政府から報告書

を受け取りました。

１. 序文

１．総会決議６３/ ５４の第２項により、国

際連合総会は加盟国及び該当する国際機関に

対して劣化ウランを含む兵器及び弾薬の使用

についての影響に関して事務総長に見解を伝

えるよう求め、事務総長は６５回会期におい

て、この問題に関する報告書を総会に提出す

るよう要請しました。

２．２０１０年２月９日、加盟各国政府に対し

て２０１０年６月１日を回答期限とする報告

書を提出するように要請する口上書が送られ

ました。同様に国連軍縮局は国際原子力機関

（ＩＡＥＡ）、国連環境計画（ＵＮＥＰ）と世

界保健機関（ＷＨＯ）に要請書を提出しました。

３．事務総長は、これまでに国際原子力機関

とＷＨＯからの回答に加え、１３か国の政府

から回答を受け取りました。回答はこの後の

第２章に掲載されています。加盟国からの追

加の回答が補遺として出席者に提示されるこ

とになっています。

２．各国政府回答

ベルギー

［原典：フランス語］

［２０１０年４月１２日］

１．２００７年５月１１日付けの法律は、

２００６年６月８日制定の兵器法に追加され

て、２００９年６月２０日に発効しました。

国連総会決議６２／３０に応じて国連事務総長充てに提出された各国報告

書のうち、訳をしたのは各国意見書の一部内容です。

全体では１３カ国と２つの国際機関が見解を表明しました。日本もその中

に含まれます。そのうち一部の国の見解を紹介いたします。日本政府の見

解のみは、外務省による訳文を付けています。

　　　　                                 劣化ウラン研究会　山崎久隆
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（２００７年６月２０日の法律公報（官報）に

掲載。）この一般法は以下の禁止条項を有しま

す。「製造、補修、譲り渡し、これらの形式の

禁止兵器の売却、譲渡、輸送、または貯蔵、

所有し、あるいは人員に対して装備してはな

らない」。さらに劣化ウランあるいは商業用ウ

ランにかかわらずいかなる形式のものであっ

てもそれを含む不活性材料（訳注：核爆発を

伴わない材料と定義）の装甲板も含む兵器使

用を禁止しています。

２．法律によって確立された禁止条項は公的

機関のみならず一般人 ( 公衆 ) や民間の関係

者にも適用されます。同様に法律は既にベル

ギーに備蓄されている劣化ウランが法律公報

で法律を公表してから３年以内の廃棄を義務

づけています。２００７年に国会を通過した

この法律は当初議員提案であったことは想起

されるべきです。２００９年６月２０日に法

律公報で公表された２年後にこの法律は発効

しました。

３．法律が採択される前に、専門の科学者が

参加をする議会聴聞会が開催されました。さ

まざまな異なる点についての見解が述べられ、

クラスター兵器の使用によって提出された環

境と健康へのリスクについてのアセスメント

が陳述されました。ベルギーは、綿密に国際

的な水準において行なわれた研究を含めて、

科学的な分析における展開に従っています。

４．ベルギーはそれにより予防原則を基礎と

した禁止法を制定する世界最初の国となりま

した。

５．さらに、２００９年７月１６日に劣化ウ

ラン兵器産業部門に対する投資を禁止する新

しい法律が制定されました（２００９年７月

２９日の法律公報で公示）。この法律は銀行、

集団投資スキーム、金融商品保有者が劣化ウ

ラン又は産業のウラン等いかなるタイプを含

む不活性武器や装甲板の製造業者に対して出

資することを禁じています。

６．投資に関する法案の考え方としては前述

のとおり兵器を禁止していることに鑑みて、

ベルギー議会は劣化ウラン兵器への直接ある

いは間接投資に対する具体的な禁止を、これ

まで対象としてこなかった劣化ウランを含む

兵器を作る企業に拡大することが論理的であ

ると考えました。

７．法案は上下両院において満場一致で可決

されました。ベルギーは２００７年５月１１

日付けのベルギー法の定義、目的、条項のい

かなる説明も国連に提供します。

８．ベルギーは関心がある国やとりわけ、ベ

ルギーの立法経緯に従って同様な法律を策定

したいとする国に対しては、その求められた

情報を提供するために、必要ならば専門的知

識を提供し協力いたします。

９．最後に、ベルギーは、これら同様に禁止

法案を採択する国々によって、国際的な水準

のこのような立法の姿勢を宣伝する機会を探

究するために、類似の立法禁止法を採択すよ

うとする国家によって有用と判断する協議に

応じる用意があります。

ブルンジ

［原典：フランス語］

［２０１０年５月１８日］

　兵器と弾薬の製造における劣化ウランの使

用

１．劣化ウランは、商用及び軍用の原子炉で

濃縮ウランを使うことから生ずる廃棄物ある

いは副産物です。劣化ウランは廃棄物ですが

放射性を維持します。

２．天然ウランより４０パーセントほど低い

放射性質で、「劣化」と呼ばれます。

３．１９９０年代のあいだ、兵器産業界の研究

者は兵器と弾薬の製造において劣化ウランを

使うことに多くの利点を発見しました。まず

第一に廃棄物であるため他の金属資源よりも

費用対効果が高いということです。

また、３００から６００度（セ氏）で発火す

ることや、鉛と比べてほぼ２倍密度が高いこ

とは劣化ウランの価値です。劣化ウランのこ

れらすべての特性は、その主な特徴が戦車に

関しては装甲板を貫通し、地下陣地構築物を
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破壊する能力のある砲弾あるいは貫通体が劣

化ウランによって製造されるようになりまし

た。

劣化ウランを含む兵器と弾薬の使用

４．劣化ウラン兵器と弾薬は１９９１年の湾

岸戦争で先制使用されました。* 特にボス

ニア、コソボの、それぞれのその後の戦争

__________________（ 国連通訳の指摘：ライ

ン部分はフランス語の原本からの欠落です。）

アフガニスタンとイラクでは主要な軍事大国

が新しい劣化ウラン兵器をテストする機会と

なりました。

劣化ウラン弾薬使用の結果

５．いくつかの国際人道組織が、戦闘区域か、

または戦闘活動に関連した兵士であるかにか

かわらず、劣化ウランを軍が使用したことに

ついて研究を行ないました。これらの研究は

劣化ウラン汚染が数千年もの間環境を汚染し

影響を受ける個体群の間で、多くのがんと他

の重度の病気を起こすと結論しました。同様

に恐ろしい先天性欠損症をも引き起こします。

劣化ウランの毒性は、摂取または吸引を起こ

す粉じんの形態をとるとき、さらに危険であ

ることが指摘されました。この形態ならば容

易に風と雨により運搬されます、そして広大

な地域が汚染されます。

６．この状況は「禁止条約ウラン兵器への国

際連合」の出現に導き、そして兵器と弾薬の

使用に対する決議を提案することに関して行

動を開始しました。非同盟諸国運動のすべて

の加盟国と途上国は決議に賛成の投票をしま

した。しかしながら、主要な核保有国（アメ

リカ合衆国、フランス、英連合王国、イスラ

エルとその他も含む）は、劣化ウランが帰結

する負の影響が未だ科学的に証明されていな

いと主張して反対投票をしました。従って国

連総会は加盟国と該当する組織に劣化ウラン

兵器と弾薬の使用に関して支持するか、ある

いは対立する見解を表明する時間を与えるた

めに、６５回会期に問題を先送りすることに

決めました。これは世界保健機構、国際原子

力委員会あるいは、この問題に関して関係す

る、十分な能力のある国際機関が関連する要

旨を提供することを前提とします。同様に、

決議に反対投票をした国家は劣化ウランが毒

性を有しないことをについて同様に証拠を提

出するべきです。

７．いくつかの軍事大国が公式に国際的な水

準において劣化ウランの影響を認識すること

を望んでいないことに注目されるべきであり、

影響を受ける兵士及び家族への補償に同意す

ることによって、国レベルで社会的に彼らに

発言権を認めるべきです。これらの影響を確

認しないとする判断は、有罪判決を避けるた

めにとられたのかもしれませんが、それは人々

への補償に拡大し、まさしく直接あるいは間

接的にも彼ら自身が国に影響を与えました。

８．ブルンジはその見解に続き監視を取り入

れることを望みます。ブルンジはすでに劣化

ウランを含んでいる兵器と弾薬の使用に反対

投票をしました。そしてその見解は今総会会

期においても当然ながら変化していません。

ブルンジには劣化ウラン兵器と弾薬が禁止さ

れることにより脅威を受けるかもしれない軍

需産業はありません。ブルンジにはこの問題

に関して科学研究に寄与する能力を持ってい

ないかもしれません。すでに行なわれた研究

の結果は、核保有国によって異議を唱えられ

たにもかかわらず、重要なままでいます。

９．結論としてブルンジは、劣化ウラン兵器

と弾薬の使用と製造を禁止する意見を支持す

ることを望みます。

チェコ共和国

［原典：英語］

［２０１０年３月２４日］

チェコ共和国は劣化ウランを含む装備及び弾

薬を所有していないし、将来も獲得すること

を予定していない。チェコ共和国は劣化ウラ

ンの使用に関連した研究及び影響、例えば世

界保健機関による、国際連合機構の中で着手
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されたそれら調査研究を見守ると共に、劣化

ウランの使用が予測される区域で国際任務で

配置される可能性のあるチェコ陸軍要員の健

康状態を監視します。明確な、そして信頼す

べき見解の存在を出るまでこの問題に関して、

チェコ共和国は劣化ウランの問題に対する決

定的な見解を形成する権利を留保します。

アイルランド

［原典：英語］

［２００９年８月２６日］

１．アイルランドは決議６３/ ５４のパラグ

ラフ２に従って、劣化ウランを含む兵器と弾

薬の使用による影響に関して事務総長に見解

を提出します。アイルランドは劣化ウランを

含む武器も兵器も弾薬を所有しておらず、今

後も決して保有しないでしょう。

２．アイルランドは劣化ウランを含む兵器と

弾薬の使用と関連した危険度の存在可能性に

ついて総会で提起される懸念を共にします。

アイルランドは決議６２/ ３０と６３/ ５４に

賛成の投票をしました。

３．劣化ウランにさらされたかもしれない人々

を調査することに関し実用的な方法は見つか

らない間にも、綿密な医療診察は海外派遣か

ら帰還した国防軍要員に対して行なわれてい

ます。これらの包括的な検査は劣化ウラン汚

染事例で生ずる可能性が最も高い疾病過程の

徴候を検出するためでした。これまでに疾患

特有の発生証拠は発見されませんでした。

４．アイルランドは多くの研究が適切な国際

組織的な機関によって行なわれ、決定的な結

論がヒトの健康と環境における劣化ウランを

含む兵器や弾薬の使用で有害作用が生ずる可

能性に関して得られなかったことに注目しま

す。アイルランドは、劣化ウランを含む兵器

や弾薬の使用について、しっかりと関連づけ

られたリスク解析に関する展開を監視し続け

ると共に、この問題に関して市民社会、非政

府組織と科学界の関与を歓迎します。

日本

［原典：英語］（この項のみ外務省訳）

［２０１０年６月１７日］

１．２００８年１２月２日に総会で採択された

決議６３/ ５４「劣化ウランを含む装備及び

弾薬の使用の影響」本文パラ２と５に従い、

日本は、劣化ウランを含む装備及び弾薬の使

用の影響に関する事務総長への見解を提出す

る。

２．日本は、劣化ウランを含む装備及び弾薬

を所有したことがなく、かつ、使用したこと

がない。日本は、劣化ウランを含む装備及び

弾薬の人の健康及び環境に対する影響につい

て関連する国際機関による調査が行なわれて

きているが、現時点で、国際的に確定的な結

論は導かれていないと認識している。日本は、

引き続き、関連する国際機関が行なう調査の

動向を注視していく。

３．日本は、すべての関連する異様機関が、

この分野において関心を有するＮＧＯの意見

及び活動にしかるべき注意を払いつつ現地調

査を継続し、かつ、最新の科学的意見を含む

さらなる情報収集を行い、また、劣化ウラン

弾の使用が人体及び環境に対して引き起こす

恐れのある、又は引き起こしうる影響につい

ての当該国際機関の見解を提示することを要

請したい。

４これに関連して、日本は、適宜、この問題

に関し市民社会と対話を継続する考えである。

オランダ

［原典：英語］

［２０１０年６月２３日］

１．オランダは総会で事務総長に対し、劣化

ウランを含む装備及び弾薬の使用に伴う影響

について加盟国と適切な国際機関の見解を求

めるように要請した総会決議６３/ ５４に賛

成投票をしました。

２．オランダは劣化ウランを含む装備及び弾
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薬の使用に関する影響について、さらなる研

究が必要であることを認めて、そしてこの問

題が国連の委員会で討議されたことを高く評

価します。しかしながら、人の健康に対して

劣化ウランの使用及び環境に有害な影響を与

える「可能性」の決議に関する言及は、これ

までのところＷＨＯのような適切な国際機関

によって行なわれた科学的な研究では実証さ

れていません。

３．オランダの軍隊は劣化ウランを含む装備

を使いません。

しかしながら、多国籍での任務を遂行する環

境では、オランダ軍の要員が劣化ウランを含

む装備が存在する区域を活動する、又は同盟

軍によって使われたかもしれないということ

は、あり得ないことではありません。国際的

な任務に配置されたオランダ軍の兵士につい

て健康状態はオランダ政府の連続的かつ綿密

な調査の下にあります。危険物にさらされる

ことが最大となる範囲は回避されなければな

りません。

ノルウェー

［原典：英語］

［２０１０年６月７日］

１．ノルウェーは国連総会決議６３/ ５４、

表題「劣化ウランを含む装備及び弾薬の使用

の影響」の支援を確認します。決議のパラグ

ラフ２と５に従って、ノルウェーは劣化ウラ

ンを含む装備及び弾薬の使用の効果に関して、

喜んで見解を表明します。。

２．ノルウェーは一度も劣化ウランを含む弾

薬を所有したことがありません。ノルウェー

がこれまでのところ、入手可能な情報によれ

ば、劣化ウランが人の健康への有害な影響を

非常に特別な状況の下を除いては限定される

であろうと結論した世界保健機関、国連環境

計画及び国際原子力機関による報告について

注目をします。報告は強調します。しかしな

がら、環境のために劣化ウラン弾を使用した

後の長期的影響がさらにモニターされて、そ

して調べられなくてはならないことを。

３．従ってノルウェーは世界保健機構、国際

原子力機関と国連環境計画による継続的な研

究を歓迎します。ノルウェーがこの問題に関

して同じく市民社会の中で増大する関与を歓

迎して、出来るだけ長い期間にわたる劣化ウ

ラン弾の影響を調べるために、ウラン兵器禁

止をもとめる国際連合（ＩＣＢＵＷ）による

研究プロジェクトに約１０万ドルの資金を供

給する決定をしました。

４．ノルウェーが劣化ウラン弾が人の健康あ

るいは環境に有害な影響を与える範囲を確定

するために、しっかりと国際的なパートナー

と一緒に協力し続けるでしょう。



劣化ウラン兵器使用に関する情報公開を求める新決議、国連第一委員会で採択

「ウラン兵器禁止を求める国際連合」（ICBUW 運営委員）：

嘉指信雄、森瀧春子、振津かつみ

　10 月 29 日、ニューヨークで開催中の国連総

会第一委員会（軍縮・国際安全保障関連）にお

いて、新たな国連決議「劣化ウランを含む武器・

砲弾の使用による影響」が、前回 (2008 年 ) を

上回る賛成多数で採択されました。賛成 136 カ

国（2008 年は 127 カ国）、棄権 28 カ国、反対 4

カ国でした。反対した４カ国は、前回同様に、

劣化ウラン兵器を戦闘で使用したことのあるア

メリカ、イギリス、そして同兵器を所有して

いるフランス、イスラエルです。日本は 2007、

2008 年に引続き、今回も賛成票を投じました。

　今回の「劣化ウラン国連決議」では、今まで

に同兵器を戦闘で使用した国に対して、使用地

域と使用量をできる限り詳細に、要請があれば、

影響を受けた国に報告するように求めるなど、

これまでの決議から大きく前進した内容が盛り

込まれています（主文第６項）。米軍は 2003 年

のイラク戦争などで使用した劣化ウラン兵器の

使用地域・量を未だに一切明らかにしていませ

んので、こうした情報公開は、被害調査や被害

者支援を進めるためにも重要です。ICBUW が決

議に入れるよう求めてきた「予防原則に基づい

た劣化ウラン兵器使用中止」などは、残念なが

ら今回の決議には含まれませんでした。しかし

「使用地域・量などの情報公開」が盛り込まれ

たことは、今年 ICBUW 調査団が行ったバルカン

諸国調査や、イラクのバスラでの疫学調査支援

などの活動をもとに、具体的な「情報公開」の

重要性を、国際的にも国内的にも訴え続けた私

たち NGO の活動の成果と言ってよいかと思われ

ます。

　同決議は、これまでの二回の決議 (2007、

2008 年 ) と同じく「非同盟運動」(NAM) 諸国全

体の一致した案として、NAM を代表してインド

ネシアによって提出されました（下記暫定訳参

照）。第一委員会での採択の後、１2 月初めに国

連総会（全体会議）でも採決がなされる予定で

す。ICBUW は第一委員会で棄権した国々に対し、

国連総会（全体会議）では賛成票を投じるよう

引続き呼びかけを続けています。

　今回の採決では、米英と軍事的同盟関係にあ

る NATO 諸国でも、オーストリア、ドイツ、フィ

ンランド、アイスランド、イタリア、ノルウェー、

オランダは前回同様に賛成票を投じたのに加

え、前回 2008 年には棄権したベルギー、ギリ

シャ、ルクセンブルグ、スロベニアも賛成に転

じました。劣化ウラン兵器をめぐる立場の違い

による、NATO 加盟諸国間での亀裂がより深まっ

たといえます。また、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

マルタも、2008 年には棄権しましたが、今回賛

成に転じました。このような欧州諸国の動きの

背景には、ベルギー、ドイツ、オランダをはじ

めとする国々での ICBUW の活動や欧州議会への

働きかけなど、この２年間に展開された欧州で

のキャンペーンがあります。

　前決議より大きく一歩前進した内容を含む新

決議に、日本政府が引続き賛成票を投じたこと

を私たちは心から歓迎します。「国連総会に向

けた日本政府への要請」にご協力下さった全国

の皆さん、ありがとうございます。政府に対し

ては、同兵器の国際的禁止と被害者支援に向け、

より積極的な政策に取り組むよう、引続き働き

かけを強めたいと思います。

　１１月に各地で予定されている「ウラン兵器

禁止国際共同行動デー」の取組みの中でも、新

たな国連決議が、より多くの国々の支持を得て

採択されたことを広く人々に知らせましょう。

世界の人々の力で、「ウラン兵器の禁止」に向

けて着実に前進していることを確認し合いたい

と思います。ウラン兵器の危険性、非人道性を、

さらに多くの人々に訴え、禁止への動きを加速

させましょう。
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ニュースクリップ

ＩＣＢＵＷ「 劣化ウラン兵器問題に関

する国会議員アンケート」始まる

2010 年 10 月 27 日

劣化ウラン兵器問題に関する

国会議員アンケート

質問１：劣化ウランを含む砲弾・兵器

　　［以下、劣化ウラン兵器と略記］は

１） 非人道性は明らかなので、製造、使用を　　

禁止すべき。

２） 予防原則にもとづき、とりあえず使用を　　

禁止すべき。

３） 禁止する必要はない。

４） どちらともいえない。［参照：注 -1］

質問２．日本の役割としては

１） 他の有志国とも連携し、禁止へと向けた　　

リーダーシップをとるべき。

２） 国際的な議論の行方を見守りつつ、検討　　

すべき。

３） その他。　　　　　　［参照：注 -2］

質問３：劣化ウラン弾が使用され、ガン、白血病、

先天異常などの増加が報告されているイラクや、

旧ユーゴ、アフガニスタンなどの被害者と思われ

る人々への支援について

１） 日本政府として、積極的に医療支援を行　　

うべき

２） 国際的な取り組みを呼びかけるべき。

３） 特に必要なし　　　　　［参照：注 -3］

質問４：自衛隊のイラク派遣に際し、隊員の劣化

ウラン被曝の危険性などの対策に問題がなかった

か

１）大きな問題があった。

２）問題なかったと考える。

３）その他。　　　　　　　　［参照：注 -4］

質問 ５：在日米軍基地における劣化ウラン兵器

貯蔵について

１） すみやかに情報開示および撤去を求める　　

べき。

２） 特に問題なし。

３） その他。　　　　　　 ［参照：注 -5］

質問６：その他、劣化ウラン兵器問題や非人道的

兵器の軍縮・禁止問題に関するお考えを自由にお

書きください。

［注 -1］：核兵器や原子力発電に必要な濃縮ウラン

の製造過程から出る放射性廃棄物である、いわゆ

る劣化ウランは、きわめて重く硬いため、砲弾の

貫通体などとして軍事利用されてきていますが、

衝突して燃焼すると、そのかなりの部分が微粒子

となって環境中に拡散します。そもそもウランは、

化学的毒性の強い重金属ですが、吸引されて人体

内に入り込むと、「体内ヒバク」や、放射線と化学

毒性との相乗的影響を引き起こす危険性が懸念さ

れています。

1996 年、ジュネーブの「人権小委員会」は、劣化

ウラン兵器を、核兵器・生物化学的兵器・クラスター

爆弾などとともに、「大量あるいは無差別的な破壊

をもたらす」非人道的兵器であるとみなし、その

「製造と拡散を抑制する必要性」を訴える決議を採

択しています。また、2001 年に欧州議会は、「劣

化ウラン弾使用のモラトリアム（使用停止）を求

める決議」を採択し、2003 年、2005 年、2006 年

にも同様の決議を採択しています。］

［注 -2］：ベルギーは、2008 年度の国連決議に応え、

今年、提出した同国の意見書の中において、劣化

ウラン兵器禁止へと向けた国際的連携を作り出し

ていくことを呼びかけています。］

［注 -3］：今年 10 月 5 日、WHO の報道官が公表した

ところによれば、WHO とイラク関連当局は、現在、

イラクにおける先天性障害に関する調査を実施中

ですーー「イラク市民やイラクで任務についた兵

士たちの間にみられる健康異常についての報道を

うけ、度重なる戦争において用いられたと推定さ

れる、装甲貫通用の劣化ウラン弾を含む特殊兵器

が原因となっているのではないかとの見方が出て

いる。」（AFP、2010 年 10 月 5 日）］

［注 -4］：アフガニスタンに派遣されたドイツ連邦

軍兵士のために、2005 年後半、ドイツ連邦コミュ

ニケーションセンターによって作成された「マニュ

アル」では、劣化ウラン被曝のリスクを考慮した

具体的対応策が明記されていることが明らかと

なっています。］

[ 注 -5]：嘉手納基地には、2004 年当時、約 40 万

発の劣化ウラン弾が保管されていたことが、米情

報公開法に基づいて米空軍が公開した資料から明

らかとなっています。

ICBUW ヒロシマ・オフィス　http://icbuw-hiro-

shima.org/

ICBUW　http://www.bandepleteduranium.org/
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